
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 保護者の方が神奈川県内に住所を有していること。 
● 神奈川県外に在住の場合は、お住まいの都道府県へお問合せください。 

※ 都道府県によって実施状況が異なります。 
 

⑵ 生活保護（生業扶助）受給世帯または住民税所得割非課税世帯であること。 
● 生活保護（生業扶助）受給世帯（以下「生活保護世帯」という。）の確認は、令和６年４月１日現在※の

生業扶助の措置状況がわかる書類で行います。 

※ ２回目の申請は、令和６年７月１日現在の生業扶助の措置状況がわかる書類で確認します。 

● 住民税所得割非課税世帯（以下「非課税世帯」という。）の確認は、令和５年度※の課税証明書等で

行います。 

※ ２回目の申請は令和６年度の課税証明書等により確認します。 

※ 新入生対象一部早期（前倒し）給付では個人番号（マイナンバー）を利用できません。 

※ 海外赴任等で日本国内に住所を有しないため非課税である場合は対象外となります。 
 

⑶ 対象となる高校生等が新入生として高等学校等に在籍していること。 
● 高校生等とは、就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する生徒です。 

● 高校生等が児童福祉施設（母子生活支援施設を除く。）に入所又は里親に養育されており、見学旅行

費又は特別育成費が措置されている場合は対象外となります。 

● 高等学校等とは、高等学校（別科を除く。）、中等教育学校（後期課程）、高等専門学校（第１学年から

第３学年まで）、専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものをいいます。 

※ 高等学校及び中等教育学校（後期課程）の専攻科を含みます。 

 

 

 

● 高校生等（新入生）を複数名扶養している場合は、それぞれの高校生等について申請が必要です。 

 

 

 

● 申請が集中した場合は、支給時期が遅くなる場合があります。 
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 神奈川県高校生等奨学給付金 新入生対象一部早期（前倒し）給付  

 

 

 

１ 申請できる方 令和６年４月１日現在で次の要件をすべて満たす世帯 

 

２ 申請期限（１回目）  令和６年６月２８日（金）  

 

３ 支給時期（１回目） 申請した月の２か月後の末頃を予定 

  

詳しいお知らせや申請書類は、事務室に用意していますので、お申し出ください。 

問合せ先：神奈川県立横浜修悠館高等学校 事務室 電話 ０４５-８００-３７１２ 

 
受講料以外の教育費を支援する返還不要の給付金（申請必要）  
生活保護（生業扶助）受給世帯・住民税所得割非課税世帯が対象 

 
◆ 高校生等奨学給付金は、7月から申請を受け付け、年額を一括給付する制度ですが、新入生で一部早

期給付を希望する場合は、4月～６月分（年額の4分の1）の前倒し給付が可能です。（申請必要） 

※ 7月～翌年3月分（年額の４分の３）の給付を受ける場合、7月以降に２回目の申請が必要です。 

※ １回の申請で年額を給付する通常給付の制度もあります。（７月から申請受付を開始） 

年額の一括給付を希望する場合は、７月以降に通常給付で申請してください。 

 



 

 

新入生対象一部早期（前倒し）給付 給付対象者及び給付額確認シート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
給付額 ４月1日と７月1日の世帯状況に基づき下記の額を給付します。 

世帯状況 
４月～6月分 

（１回目の申請） 

7月～翌年３月分 

（２回目の申請） 

合計 

（年額） 

①生活保護世帯（全日制・定時制・通信制） 8,075円 24,225 円 32,300円 

②非課税世帯 第１子（全日制・定時制）  30,525円 91,575円 122,100円 

③非課税世帯 第２子（全日制・定時制）  35,925円 107,775円 143,700円 

④非課税世帯（通信制） 12,625円 37,875円 50,500円 

⑤非課税世帯（専攻科） 12,625円 37,875円 50,500円 
※世帯の収入状況の変化等により上記の合計と異なる給付額になる場合があります。 

一部早期給付 
対象外です 

いいえ 

令和６年４月１日現在、保護者の方は神奈川県内にお住まいですか？ 

都道府県ごとに制度が異なります
ので、お住まいの都道府県にお問
合せください。 

令和６年４月１日現在、高校生等は新入生として学校に在籍していますか？ 

令和６年４月１日現在、高校生等は生活保護（生業扶助）を受けていますか？ 

通信制の高校生
等は下表①の給
付額です 
 
 
 
 
 

※保護者の方に令

和５年度の住民税所

得割が課税されてい

る方がいる場合は対

象外 

通信制または専攻科の高校生等はいますか？ 

一部早期給付 
対象外です 

通信制の高校生
等は下表④の給
付額です 
 
専攻科の高校生
等は下表⑤の給
付額です 
 
通信制・専攻科
以外の高校生等
がいる場合は下
表③の給付額で
す 

③の給付額です 
２人以上の高校生等がいますか？ 

下表②の給付額
です 

１人目の高校生等は下表②の給付額
です 
 
２人目以降の高校生等は下表③の給
付額です 

高校生等以外に15歳（中学生を除く。）以上23歳未満

の扶養されている兄弟姉妹がいますか？ 

保護者全員の令和５年度の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算

額は０円（非課税）ですか？ 

 

いいえ は い 

いいえ は い 

は い 
いいえ 

は い 

は い 
いいえ 

いいえ は い 

は い いいえ 


